
第１１号様式　別紙１ （令和 4 年度計画分　エネルギー環境計画書）

前年度実績 ( 2021 年度) 0.529 (㎏-CO2/kWh) 0.536 (㎏-CO2/kWh)

当年度目標 ( 2022 年度) 極力低減 (㎏-CO2/kWh) 極力低減 (㎏-CO2/kWh)

短期目標 ( 2024 年度) 極力低減 (㎏-CO2/kWh) 極力低減 (㎏-CO2/kWh)

長期目標 ( 2032 年度) 極力低減 (㎏-CO2/kWh) 極力低減 (㎏-CO2/kWh)

*1
*2

*3

・再生可能エネルギーの導入量の最大限拡大，安全確保を大前提とした原子力発電の早期稼働・
安定的な運転継続，火力発電の高効率化・脱炭素化（非効率石炭火力のフェードアウト，バイオ
マス発電の混焼拡大，水素・アンモニア発電の実装準備等），お客さまの脱炭素化ニーズにお応
えするソリューション提案などにより，温室効果ガスの排出抑制に努めます。
・CO2排出係数の見通しについては，電源別電力量の計画が未定であることから，設定は困難な
状況。

自社等発電所とは、自己が所有する発電所及び経営支配下においている子会社が所有する発電所をいう。
基礎排出係数とは、市内への電気の供給に伴う二酸化炭素排出量（基礎二酸化炭素排出量）を市内への電気の供給量
（電気供給量）で除したものをいう。
調整後排出係数とは、基礎二酸化炭素排出量に固定価格買取調整二酸化炭素排出量を足したものから、電気事業者が排
出量調整無効化した国内及び海外認証排出削減量等を控除したものを、電気供給量で除したものをいう。

電気の供給における
温室効果ガスの排出
の量の抑制に関する
措 置 及 び 目 標

基礎排出係数(*2)年　度

（目標に係る措置の考え方）

・環境管理の最高責任者である社長のもと，カーボンニュートラル推進本部長が全社環境管理推進者として
全社の環境管理を総括しています。
・各事業所等では，事業所等の長が環境管理を統括し，環境管理推進者（副所長クラス）が中心となって環
境管理活動を推進しています。
・環境管理活動は，全社的な環境管理の仕組みを定めた「環境管理規程」および「環境管理取扱細則」に基
づいて，各事業所等において着実に実践しています。
・全社環境委員会，中国電力グループ環境委員会およびカーボンニュートラル推進会議等での審議結果を適
切に環境経営に反映することで，「中国電力グループ環境行動計画」およびカーボンニュートラルに向けた
取り組みをグループ一体となって推進しています。
・また，省エネ法に基づき，カーボンニュートラル推進本部長をエネルギー管理統括者とした体制も整備し
ています。

・資本金　　　：1,970億円

・サービス区域：（2021年3月31日現在）
　　　　　　　　鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県　他

・発電設備：（2021年3月31日現在）
　　・火力           　 8カ所   6,915 千kW
　  ・水力          　 90カ所   2,905 千kW
    ・原子力          　1カ所   　820 千kW
    ・新エネルギー等  　2カ所       6 千kW
　　＜合計＞　 　     101カ所  10,646 千kW

・販売電力量　：  464億kWh　（2020年度）
　（2021年3月31日現在）

・代表取締役会長　　　　　：　清水　希茂
・代表取締役社長執行役員　：　瀧本　夏彦
　（2022年6月28日現在）

調整後排出係数(*3)

氏 名
( 法 人 に あ っ て は 名 称 )

住 所

自 社 等 発 電 所 (*1)
の 有 無

電気の供給における
温室効果ガスの排出
の 抑 制 等 に 関 する
推 進 体 制

電 気 事 業 の 概 要

 中国電力株式会社

 広島県広島市中区小町４－３３

 有
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第１１号様式　別紙２ （令和 4 年度計画分　エネルギー環境計画書）

前年度実績 ( 2021 年度) 297,679 (千kWh) 8.82 (％)

当年度目標 ( 2022 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

短期目標 ( 2024 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

長期目標 ( 2032 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

前年度実績 ( 2021 年度) 1,071,936 (千kWh) 20.25 (％)

当年度目標 ( 2022 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

短期目標 ( 2024 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

長期目標 ( 2032 年度) 可能な限り導入 (千kWh) 可能な限り導入 (％)

調達分を含む再生可能エネルギーの環境価値の確保量の割合の拡大に関する
措置及び目標

（目標に係る措置の内容）

自社等発電所における再生可能エネルギーによる発電量の割合の拡大に関する
措置及び目標

環境価値の確保率(*7)

本 市 の 区 域 内 に
存する電気の需用者
に対する地球温暖化
の防止に資する取組

そ の 他 の
地球温暖化の防止に
貢 献 す る 取 組

・ＣＭやホームページで省エネ・節電ＰＲを実施しており，最新の省エネ家電に関
する情報や省エネ・節電の手法・アイデアを紹介する。
・お客さま設備におけるエネルギー使用状況を計測調査し，各設備の運用改善等を
提案する「エネルギー診断サービス」を行う。

・経済性を勘案しつつ，高炉ガスや廃棄物などの未利用エネルギーにより発電
　した電力購入の拡大に努める。

・適切な保守点検・最適な運用等により、2030年度までに省エネ法ベンチマーク指標
達成を目標として設定している。
・三隅発電所２号機の建設にあたっては，経済的に利用可能な最良の技術（ＢＡＴ）
　を採用するとともに，設備を適切に維持管理し，熱効率の向上に努める。

・当社は，中国電力グループ環境行動計画において，「再生可能エネルギー新規導
入量」の目標を「2020～2030年度，30～70万kW」，「再生可能エネルギー導入拡大
に向けた対応」の目標を「可能な限り導入（系統接続量）」として取り組んでい
る。

電気の供給における
再生可能エネルギー
の 利 用 の 拡 大 に
関する措置及び目標

環境価値の確保量(*6)

・当社は，中国電力グループ環境行動計画において，「再生可能エネルギー新規導
入量」の目標を「2020～2030年度，30～70万kW」，「再生可能エネルギー導入拡大
に向けた対応」の目標を「可能な限り導入（系統接続量）」として取り組んでい
る。

*4

*5
*6

*7
*8

再生可能エネルギー発電量とは、自社等発電所における再生可能エネルギー（太陽光、風力その他非化石エネルギーの
うち、エネルギーとして永続的に使用することができるもの）による発電量のうち市内分をいう。
再生可能エネルギー導入率とは、上記の発電量を自社等発電所における発電量のうち市内分で除したものをいう。
環境価値の確保量とは、自社等発電所における再生可能エネルギーによる発電量、他の一般電気事業者等の発電所にお
ける再生可能エネルギーによって発電された電気の購入量及び購入した環境価値の量を合算したもののうち市内分をい
う。
環境価値の確保率とは、上記の確保量を電気の供給量のうち市内分で除したものをいう。
未利用エネルギーとは、発電に利用するエネルギーのうち、工場の廃熱又は排圧、廃棄物（バイオマスを除く）の燃焼
熱、超高圧地中送電線からの廃熱、変電所の廃熱及び高炉ガスその他の副生ガス等のエネルギーをいう。

・省エネルギー・省資源・リサイクル活動を中国電力グループ全体で展開し，具体的な実践行
　動項目を示し，取り組みを進める。
・供給安定性･経済性に優れる石炭火力を将来にわたって活用していくため｢高効率化｣と｢クリ
　ーン化｣に資する技術として，電源開発(株)と共同で設立した大崎ｸｰﾙｼﾞｪﾝ(株)により石炭ガ
　ス化燃料電池複合発電(IGFC)を目指した取り組みを実施している。なお，本事業は経済産業
　省補助事業および国立研究開発法人 新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)助成事業と
　して実施。

電気の供給における
未 利 用 エ ネ ル ギー
(*8)による発電量の
割合の拡大に関する
措 置 及 び 目 標

火力発電所における
熱効率の向上を図る
ための措置及び目標

年　度

年　度

（目標に係る措置の内容）

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電量(*4) 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入率(*5)
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